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当社のコ ーポレー ト ・ ガバナンスの状況は以下のとおりです。
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1. 基本的な考え方
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当社は、株主共同の利益の実現のため継続的に収益を拡大し企業価値を高めていくには、経営管理体制を整備して迅速な意思決定及び適切な
業務執行を行うと同時に、経営監視システムを強化して経営の健全化と透明性を向上させることが極めて重要であると考え、コーポレー ト・ガバナ
ンス体制の充実に努めております。また、コーポレー ト・ガバナンス体制の充実はステークホルダーの信頼維持のためにも重要であると認識して
おります。さらに、当社は、経営管理体制の整備にあたっては事業活動における透明性と客観性を確保することが不可欠と考え、業務執行に対す
る経営監視システムの強化に加え、適切な情報公開も行ってまいります。

【コ ーポレー トガバナンス ・ コ ー ドの各原則を実施しない理由】

補充原則1- 2 - 2 
上場後は、株主総会の招集に係る取締役会決議後、速やかに招集通知記載情報を公表する予定です。

補充原則4 -1 -3 
最高経営責任者を含む取締役、監査役及び執行役員の選定については独立社外取締役を含む取締役会において、選定理由、実績および経歴
等の調査より適材適所の観点から総合的に検討しております。
一定の候補者の中から特定の候補者を選定するにあたって、独立社外取締役においても当該選任理由を確認するとともに、実績および経歴等か
らその妥当性を確認することとしております。当該選定プロセスをもって道切な最高経営責任者等を選定する体制を採っているため、現時点で最
高経営責任者の後継者計画は立てておりません。なお、最高経営責任者等の後継者の計画（プランニング）の策定については、今後、その要否も
含めて検討を行って参ります。

補充原則4 - 1 2 - 1 (i ii) 
当社では、取締役会は月1回以上の頻度で開催しており、取締役会の構成員の確実な出席を確保するため、事前にその予定を調整のうえで開催
しており、これをもって十分な審議・検討を行うことができる運営体制としております。なお、年間での開催スケジュールにつきましては設定を検討
しております。

原則5-2
当社グループの主たる事業である、スマー トフォン等のモバイルアプリケーション市場は国内外で急激に変化しているため、不確実性が存在して
います。これにより当社グループの業績も大きな影響を受ける状況にあるため、収益カ・資本効率等に関する目標の有用性には限界があり、精
緻な収益力·資本効率などに関する目標を策定するのは困難と考えます。また、当社は、東京証券取引所に加えてニューヨ ーク証券取引所にも上
場しているため、米国の証券規制上のリスクも慎重に勘案し、現時点において業績予想の公表は行なっておりませんが、今後は見通しに関する
定性的情報を公表する予定です。

【コ ーポレー トガバナンス ・ コ ー ドの各原則に基づく開示】

原則1 - 4 
当社は、コーポレー ト・ガバナンスの観点から、単に安定株主を確保するための株式の政策保有を行いません。仮に政策保有をする場合は、両社
にとって企業価値の向上に資 すると判断されるような場合に限り行うものとします。

原則1 - 7 
当社は、関連当事者取引管理規程を定め、当社役員および主要株主との間で直接取引を行う場合その他の同規程に定める事項に該当する取引
について新たに取引を行う場合は、経営会議の承認を得ることとしております。また、当該承認内容については、社外取締役のみにより構成され
る諮問委員会に報告されます。
さらに、経営会議で承認された関連当事者取引のうち、重要なものについては、社外取締役のみで構成される諮問委員会における審議を経たう
えで、取締役会での承認を得るものとすることにより、体制を強化しております。

原則3 - 1 
(i) 会社の目指すところ（経営理念等）、経営戦略及び経営計画

LINEグループのミッションは、「closing the distance」、すなわち、世界中の人と人、人と情報やサービスとの距離を縮めることです。私たちは、
人々の持つコミュニケーションニーズと、我々の持つ先端的なモバイルテクノロジーやデザイン技術とを組み合わせることにより、人と人との関係
をさらに密にするだけでなく、全く新しい情報、サービス、物と人との関係を創出していきます。私たちは、このミッションが、全てのLINEグループの
事業や、一人一人の行動を基礎付ける基本理念であることを理解し、誠実に遂行していきます。

(ii)本コー ドのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレー ト・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
上記「I. 1. 基本的な考え方」をご参照ください。

(iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役の報酬等は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、その決定を取締役会で代表取締役社長に一任しております。

(iv)取締役会が経営陣幹部の選任と取締役·監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続


























